
 

 

 

発信日：2022 年 7 月 29 日 

 

情報通信第103号の続報です。最新の水際対策については、厚生労働省HPを 

確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緩和 

今回のテーマ「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置-続報㉒」について 

 

ワクチン接種証明書に

関しても更新されてい

ます。 

https://www.mhlw.g

o.jp/stf/seisakunitsuit

e/bunya/border_vacc

ine.html 
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